相談支援専門員になるための流れ
· 3年以上（540日以上）
5年以上（900日以上）
8年以上（1440日以上）
　10年以上（1800日以上）

	１
	
初任者研修

	
受講要件なし

	２
	


（※１）
実務経験
	ルート①　相談／直接支援業務（社会福祉主事等）
➡　５年以上

ルート②　直接支援業務（社会福祉主事等でない）
➡　１０年以上

ルート③　国家資格あり
➡　国家資格者として５年以上従事　＋　相談／直接支援業務３年以上　

	
相談支援専門員として配置可能


	３
	
（※２）
現任研修
	
初任者研修の翌年から５年以内に必ず受講する
受講要件として、５年の間に「通算２年以上の相談支援業務」が必要
以後、５年ごとに現任研修受講。（※３）





・（※１）実務経験の日数について：1年につき「180日以上」実際に働いていること。
　　　　 初任者研修と実務経験はどちらが先でも構いません。
両方満たした時点で、正式に配置可能となります。

・（※２）現任研修について：初回の現任研修は、過去５年間に「通算２年以上の相談支援業務」がないと原則認められません。

・（※３）資格失効について：５年ごとに現任研修を受けなかった場合、資格失効となります。その場合、「初任者研修」から受け直しになりますので、ご注意ください。
